
◆
納
税
は
社
会
の
基
本
的
ル
ー
ル
で
す

　

市
税
等
は
、
納
税
者
の
皆
さ
ま
が
決
め

ら
れ
た
期
限
ま
で
に
自
主
的
に
納
め
て
い

た
だ
く
も
の
で
す
。
多
く
の
方
に
は
期
限

ま
で
に
納
付
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、

残
念
な
が
ら
様
々
な
理
由
に
よ
り
滞
納
し

て
い
る
方
が
い
ま
す
。

11
月
〜
12
月
は

市
町
村
税
徴
収
強
化
月
間

で
す

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い

て
、
確
定
申
告
が
不
要
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
！

　

平
成
23
年
分
以
降
の
各
年
分
に
お
い

て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計
額

が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年

金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の

提
出
は
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
必
要
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
次
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・ 

前
記
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
で
も
、

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を

受
け
る
場
合
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
医
療
費
控
除
や
生
命
保
険

料
控
除
等
は
、
申
告
を
し
な
い
と
適
用
を

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・ 

前
記
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
で
も
、

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控

除
な
ど
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が
控
除
適

用
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
控
除
を
受
け
る

場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

・ 

前
記
の
条
件
に
該
当
し
、
確
定
申
告

は
不
要
で
あ
っ
て
も
、
市
・
県
民
税
に
つ

い
て
の
申
告
は
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
医
療
費
控
除
や
生
命
保

険
料
控
除
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
告
を

し
な
い
と
、
市
・
県
民
税
で
こ
れ
ら
の
控

除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る

　

納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保
を
図
る
た

め
、
11
〜
12
月
を
「
市
町
村
税
徴
収
強
化

月
間
２
０
１
４
冬
」
と
し
て
、
栃
木
県
と

の
協
働
に
よ
り
、
県
内
一
斉
に
徴
収
の
強

化
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

滞
納
の
解
消
に
向
け
た
取
組
み
と
し
て
、

積
極
的
に
給
与･

預
貯
金･

生
命
保
険･

不

動
産
等
の
財
産
調
査
と
差
押
え
を
実
施
し

ま
す
。
納
期
内
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

場
合
は
、
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ
、

計
算
誤
り
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
ま
で
、

復
興
特
別
所
得
税
（
原
則
と
し
て
各
年
分

の
所
得
税
額
の
2
・
1
％
）
を
所
得
税
と

併
せ
て
申
告
・
納
付
を
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
書
の
提
出
の
前
に
、
今
一
度
、

確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
メ
ー
ル
会
員
募
集
中
!!

　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
し
た
方
に
は
、

確
定
申
告
で
ス
ム
ー
ズ
に
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を

利
用
す
る
た
め
の
最
新
情
報
を
配
信
し
ま

す
。

　
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
れ
ば
、
確
定
申

告
会
場
に
行
く
必
要
が
な
く
、
自
宅
な
ど

か
ら
申
告
書
の
提
出
（
送
信
）
が
で
き
る

の
で
と
て
も
便
利
で
す
。

　

登
録
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
11
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ご
不
明
な
点
は
、
栃
木
税
務
署
個
人
課

税
部
門
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
税
務
署　

個
人
課
税
部
門

　

☎
０
２
８
２（
22
）０
８
８
５

（
自
動
音
声
案
内
「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ

さ
い
）

税のお知らせ

■問い合わせ先
　税務課　☎（40）5554

税のお知らせ
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